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お知らせ

　

栃
木
県
農
業
大
学
校
で
は
、
高
度
な
専
門

知
識
や
技
術
の
実
践
教
育
を
通
し
て
、
農
業

に
求
め
ら
れ
る
多
様
な
役
割
を
担
え
る
優
れ

た
農
業
経
営
者
を
養
成
し
て
い
ま
す
。

●
募
集
人
員

・
農
業
経
営
学
科　

25
名

・
園
芸
経
営
学
科　

40
名(
野
菜
、
花
き
、

　

果
樹
の
各
専
攻)

・
畜
産
経
営
学
科　

15
名

●
出
願
期
間

・
推
薦
入
学
試
験

　

９
月
14
日
〜
28
日

・
一
般
入
学
試
験(

前
期)

　

11
月
26
日
〜
12
月
７
日

・
一
般
入
学
試
験(

後
期)

　

平
成
25
年
２
月
７
日
〜
15
日

●
入
学
試
験
実
施
期
日

・
推
薦
入
学
試
験

　

11
月
１
日(

木)

・
一
般
入
学
試
験(

前
期)

　

平
成
25
年
１
月
11
日(

金)

・
一
般
入
学
試
験(

後
期)

　

平
成
25
年
２
月
28
日(

木)

※
推
薦
入
学
試
験
お
よ
び
一
般
入
学
試
験

　

(

前
期)

の
合
格
者
数
が
募
集
人
数
に
達

　

し
た
場
合
、
一
般
入
学
試
験(

後
期)

を

　

実
施
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
合
格
発
表

・
推
薦
入
学
試
験

　

11
月
15
日(

木)

・
一
般
入
学
試
験(

前
期)

　

平
成
25
年
１
月
31
日(

木)

・
一
般
入
学
試
験(

後
期)

　

平
成
25
年
３
月
５
日(

火)

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
農
業
大
学
校
事
務
部
学
生
課

　
　
　

０
２
８(

６
６
７)

０
７
１
１

●
日
　
時　

７
月
25
日(

水)

午
前
10
時
〜

　

午
後
４
時(

お
お
む
ね
１
組
１
時
間)

●
場
　
所

　

那
須
農
業
振
興
事
務
所
会
議
室

●
内
　
容　

農
業
経
営
改
善
・
法
人
化
・

　

６
次
産
業
化
な
ど
に
関
す
る
個
別
相
談

●
相
談
員　

県
農
業
会
議
職
員
・
社
会
保

　

険
労
務
士
、
税
理
士
、
６
次
産
業
化
プ

　

ラ
ン
ナ
ー(

予
定)

、
県
農
政
部
経
営
技

　

術
課
職
員

●
費
　
用　

無
料

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

那
須
農
業
振
興
事
務
所
経
営
普
及
部

　
　
　 (

２
２)

２
８
２
６

　

「
中
退
共
」
と
は
、
中
小
企
業
の
た
め

の
退
職
金
制
度
「
中
小
企
業
退
職
金
共
済

制
度
」で
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

・
掛
金
は
全
額
非
課
税
に
な
り
ま
す
。
手

　

数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

・
社
外
積
立
型
で
管
理
が
容
易
で
す
。
納

　

付
状
況
や
退
職
金
試
算
額
を
お
知
ら
せ

　

し
ま
す
。

・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
家
族
従
業
員
も
加

　

入
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。（「
中
退
共
」で
検
索)

■
問
い
合
わ
せ

　
（
独
）勤
労
者
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
　
　

０
３(

６
９
０
７)

１
２
３
４　
　

　
　
　

http://w
w
w
.chutaikyo.

　
　
　

taisyokukin.go.jp/

●
日
　
時　

８
月
29
日(

水)

・
給
油
取
扱
所
講
習

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

・
一
般(

そ
の
他)

講
習

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

●
場
　
所　

金
田
北
地
区
公
民
館

　

(

市
野
沢
１
９
８
８
‐
１)

●
講
習
区
分　

・
給
油
取
扱
所
講
習

　

給
油
取
扱
所
に
従
事
す
る
方

・
一
般(

そ
の
他)

講
習

　

給
油
取
扱
所
以
外
の
施
設
に
従
事
す
る
方

●
講
習
科
目
・
時
間

・
危
険
物
関
係
法
令
に
関
す
る
事
項　
　

　

１
時
間

・
危
険
物
の
火
災
予
防
な
ど
に
関
す
る
事
項

　

２
時
間

●
対
象
者　

危
険
物
施
設
に
お
い
て
、
危

　

険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
危

　

険
物
取
扱
者
。

※
前
回
受
講
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
４

　

月
１
日
か
ら
３
年
以
内
に
受
講
し
な
け

　

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
新
た
に
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す

　

る
こ
と
に
な
っ
た
方
は
、
従
事
す
る
こ

　

と
と
な
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
に
受
講

　

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

　

従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
過
去
２

　

年
以
内
に
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付

　

を
受
け
て
い
る
、
ま
た
は
講
習
を
受
け

　

て
い
る
場
合
は
、
免
状
交
付
日
ま
た
は

　

受
講
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
４
月
１

　

日
か
ら
３
年
以
内
に
受
講
す
れ
ば
よ
い

　

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
所
有
者
で
、
現

　

に
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い

　

る
方
は
、
保
安
講
習
を
受
講
し
な
け
れ

　

ば
な
ら
な
い
法
律
上
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

●
定
　
員　

各
１
０
０
人

●
受
講
手
数
料　

４
７
０
０
円

　
（
栃
木
県
収
入
証
紙)

●
受
付
期
間　

８
月
１
日(

水)

〜
８
日(

水)

　

土
・
日
曜
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
４

　

時
30
分

●
受
付
場
所

　

大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合

　

消
防
本
部
予
防
課

※
受
付
時
に
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
確
認

　

を
行
い
ま
す
の
で
、
必
ず
持
参
し
て
く

　

だ
さ
い
。

※
受
講
申
請
書
お
よ
び
講
習
会
案
内
な
ど

　

は
、
消
防
本
部
予
防
課
お
よ
び
消
防

　

署
・
各
分
署
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

㈳
栃
木
県
危
険
物
保
安
協
会
連
合
会

　
　
　

０
２
８(

６
２
２)

０
４
３
８

　

大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合

　

消
防
本
部
予
防
課

　
　
　

(

２
２)

３
０
１
６

栃
木
県
農
業
大
学
校

平
成
25
年
度
生  

学
生
募
集

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

那
須
農
業
振
興
事
務
所

農
業
経
営
相
談
会
開
催

「
中
退
共
」（
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
）の
退
職
金
制
度


